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臨時休業に伴う児童生徒の特例受入れについて 

 

 別途ご連絡させていただきましたとおり，新型コロナウイルスの感染症対策として，令和２年３月

５日（木）から京都市立学校が臨時休業することとなりました。今回の臨時休業は，児童生徒への感

染リスクを下げるために行う措置であり，児童生徒は原則として自宅で過ごし，人の集まる場所等へ

の外出を避けていただく必要があります。 

 学校医からも，「感染予防，感染拡大防止の観点から自宅待機とするべきである」とご助言をいただ

いております。しかしながら，保護者の就労状況や放課後等デイサービスなどの受入状況により，児

童生徒の居場所や安心・安全の確保に喫緊の課題を要するご家庭もあるかと存じます。そうしたご家

庭に限り，この度，学校で児童生徒が過ごせるよう，特例の受入れを実施いたします。 

 ご希望される保護者におかれましては，下記留意点を熟読のうえ，３月４日（水）までに，別紙申

請書を学校に提出してください。 

 

記 

 

１ 実施期間 

  令和２年 ３月 ５日（木） ～ ３月１３日（金）  【※土曜日，日曜日を除く】 

   ※３月１６日（月）以降のスクールバスの運行や給食の提供等受入れについては，その時点の状

況により，延長することも含めて検討し，改めてお知らせします。 

 

２ 時間 

  ９時００分 ～ １３時２０分 

   ※スクールバスを定時運行します。下校時間は一斉１３：２０です。 

・運行コース，運行ダイヤに変更はありません。 

・定刻発車を行いますので，発車時間にバス停におられない場合は出発します。 

   ※３月６日（金），１２日（木），１３（金）は，卒業証書授与式及び修了式ですので， 

下校時間は一斉１１：４０となります。 

３ 対象者（以下の条件をすべて満たす方） 

  ・保護者等が就業等によりやむを得ず保育できない状況にあること 

  ・祖父母等の支援が受けられない状況にあること 

  ・放課後等デイサービス利用などの都合がつかない状況にあること 

４ 実施場所および受入れ中の活動内容 

  児童生徒が在籍している総合支援学校にて実施します。授業形式の学習は実施いたしません。 

５ 注意事項 

①給食を実施いたします。 

  ②受入れに当たっては，毎日，別紙「健康観察票」を記入し，持参させてください。 

  ③発熱等の体調不良がある場合は，児童生徒の受入れができません。また，受入時間中に発熱等

の体調不良が生じた場合は，保護者のお迎えを依頼しますので，学校からの連絡が確実につくよ

うにお願いします。 

④利用日に変更が生じる場合は，学校に必ずご連絡ください。 

⑤万一，児童生徒や教職員に感染者や濃厚接触者が確認される等，状況に変化があった場合は，

すべての児童生徒の受入れを中止する場合もあります。 

６ 申し込み 

  希望される場合は，別紙「特例受入申請書」を３月４日（水）までに，担任に提出してくださ

い。なお，申請書の記載内容（申込日・利用後の下校方法等）については，ご家庭においても確

認できるよう，適宜，メモなどして控えを残しておいてください。 


